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昭和６１年１１月  社会福祉法人千手会、厚生大臣より許可される。 

（昭和６１年１１月１８日・理事長 高橋光連） 

〃 ６２年 ６月  知的障害者更生施設『さくら千手園』開園する。 

【昭和６２年 ６月 １日】 

平成 ２年 ４月  在宅重度心身障害児（者）緊急一時保護事業を開始する。 

〃  ２年１０月  佐倉市より在宅障害者ミニデイサービス事業を受託し開始する。 

〃  ４年 ４月  知的障害者通所更生施設『木の宮学園』開園する。 

【平成 ４年 ４月 １日】 

〃  ８年１２月  社会福祉法人千手会創立１０周年を迎え、理事長の変更を行う。 

（平成 ８年１２月１２日就任・理事長 恵下 均） 

〃 １３年１０月  地域生活支援センター『レインボー』を開始する。 

〃 １３年１１月  社会福祉法人千手会に評議員会を設置する。 

〃 １５年 ４月  利用契約制度（支援費制度）開始。 

〃 １８年 ４月  障害者自立支援法が施行される。 

〃 １８年１２月  佐倉市より佐倉市心身障害者福祉作業所『南部よもぎの園』の指定管理

者の指定を受ける。 

〃 １９年 ４月  就労継続支援事業Ｂ型『南部よもぎの園指定管理者社会福祉法人千手

会』の運営を開始する。 

〃 １９年 ６月  共同生活介護事業『ケアホーム山桜』を開始する。 

〃 １９年１２月  佐倉市より『さくらんぼ園』の指定管理者の指定を受ける。 

〃 ２０年 ４月  児童デイサービスⅠ型事業所『佐倉市さくらんぼ園指定管理者社会福祉

法人千手会』の運営を開始する。 

〃 ２０年 ４月  『木の宮学園』新体系へ移行し、生活介護事業所としての運営を開始す

る。 

〃 ２１年１２月  佐倉市より佐倉市心身障害者福祉作業所『南部よもぎの園』の指定管理

者の第２期指定を受ける。（平成２８年３月３１日まで） 

〃 ２２年 ４月  『さくら千手園』が障害者自立支援法による指定障害者支援施設に移行

する。（施設入所支援・生活介護） 

〃 ２２年 ４月  就労継続支援事業Ｂ型『南部よもぎの園指定管理者社会福祉法人千手

会』の第２期運営を開始する。 

〃 ２２年１２月  佐倉市より『さくらんぼ園』の指定管理者の指定を受ける。（平成２９年

３月３１日まで） 

〃 ２３年 ４月  児童デイサービスⅠ型事業所『佐倉市さくらんぼ園指定管理者社会福祉

法人千手会』の第２期運営を開始する。 

〃 ２４年 ４月  『佐倉市さくらんぼ園』が児童福祉法の改正により、児童発達支援事業

と、放課後等ディサービスに事業変更する。 

〃 ２４年 ４月  地域生活支援センター『レインボー』が指定一般相談・指定特定相談・

指定障害児相談支援事業に移行する。 

〃 ２４年 ７月  『佐倉市さくらんぼ園』が児童発達支援センター・放課後等デイサービ



ス・保育所等訪問支援・障害児相談支援（指定特定・障害児相談支援）

【名称 佐倉市さくらんぼ園児童発達相談センターれいんぼー】の多機

能型に事業変更する。 

〃 ２４年１０月  障害者虐待防止法が施行される。 

〃 ２５年 ４月  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総合支援法）が一部施行される。 

〃 ２６年 ４月  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者

総合支援法）が完全施行される。 

共同生活介護が共同生活援助に一元化され、『ケアホーム山桜』を

『山桜』と名称変更する。 

〃 ２６年 ９月  地域密着型小規模特別養護老人ホーム『さくら福寿苑』を開園する。（平

成２６年 ９月 １日） 

〃 ２７年 ４月  生活困窮者自立支援法が施行される。 

〃 ２８年 ４月  障害者差別解消法が施行される。 

〃 ２９年 ４月  障害児通所支援事業所『佐倉市さくらんぼ園指定管理者社会福祉法人千

手会』の第３期運営を開始する。（令和５年３月３１日まで） 

〃 ３０年 ４月  地域生活支援センター『レインボー』が指定一般相談支援【県指定】と

指定特定相談支援・指定障害児相談支援【市指定】の３類型の指定更新 

〃 ３０年 ８月  法人３０周年記念誌～未来に語り伝えたいこと～を発行する。 

〃 ３０年１１月  障害児通所支援事業所『佐倉市さくらんぼ園指定管理者社会福祉法人千

手会』の多機能型に居宅訪問型児童発達支援事業の指定を追加する。 

令和 ３年 ２月  障害児通所支援事業所『佐倉市さくらんぼ園指定管理者社会福祉法人千

手会』にて障害者一時介護（タイムケア）事業および日中日帰りショー

トステイを開始する。 

〃  ４年 ４月  就労継続支援事業Ｂ型「南部よもぎの園指定管理者社会福祉法人千手

会」の第４期運営を開始する。（令和１０年３月３１日まで） 

〃  ５年 ４月  障害児通所支援事業所「佐倉市さくらんぼ園」の第４期運営を開始する。

（令和５年４月１日～令和１０年３月３１日） 


